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     那珂市議会全員協議会記録 

開催日時 令和８年１月27日（火）午前10時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席者  議 長 木野 広宣   副議長 冨山  豪 

議 員 榊󠄀原 一和   議 員 桑澤 直亨 

議 員 原田 悠嗣   議 員 鈴木 明子 

議 員 渡邊 勝巳   議  員 寺門  勲 

議  員 小池 正夫   議  員 小宅 清史 

議  員 大和田和男   議  員 花島  進 

議 員 寺門  厚   議 員 萩谷 俊行 

議 員 笹島  猛   議  員 君嶋 寿男 

議 員 遠藤  実   議  員 福田耕四郎 

職務のため出席した者の職氏名 

     事務局長 会沢 義範  次 長 萩野谷智通 

   次長補佐 三田寺裕臣 

会議事件説明のため出席した者の職氏名（総括補佐以上及び発言者） 

市長 先﨑  光        副市長 玉川  明 

教育長 大縄 久雄       企画部長 加藤 裕一 

政策企画課長 金田 尚樹    政策企画課長補佐 浜名 哲士 

財政課長 照沼 克美      財政課長補佐 郡司 智弘 

総務部長 玉川 一雄      総務課長 篠原 広明 

総務課長補佐 川勾 貴弘    市民生活部長 秋山 光広 

環境課長 萩野谷 真      環境課長補佐 畠山 智光 

保健福祉部長 生田目奈若子   社会福祉課長 猪野 嘉彦 

社会福祉課長補佐 橋本 前子  こども課長 住谷 孝義 

こども課長補佐 古谷  武   産業部長 大内 正輝 

農政課長 石井 宇史      農政課長補佐 宇佐美智也 

商工観光課長 水野 泰男    商工観光課長補佐 関  慎一   

建設部長 高塚 佳一      土木課長 川﨑 慶樹 

土木課長補佐 綿引 秀晃    土木課長補佐 吉村  勉 

上下水道部長 金野 公則    水道課長補佐 飯田 健一 

会議に付した事件 

（１）議会運営委員会委員長報告 

  ・令和８年第１回臨時会について 
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 …委員長報告のとおりとする 

（２）議案第１号 専決処分について（令和７年度那珂市一般会計補正予算（第７号）） 

 …執行部より説明あり 

（３）議案第２号 令和７年度那珂市一般会計補正予算（第８号） 

…執行部より説明あり 

議事の経過概要（出席者の発言は以下のとおり） 

開会（午前10時00分） 

事務局長 それでは、皆さん、おはようございます。 

   定刻となりましたので、始めさせていただきます。 

   最初に、本日の予定を簡単に説明させていただきます。 

   10時から全員協議会がありまして、そちらで臨時会の議案等について説明がございま

す。終了しましたら、臨時会、本会議のほうを開催いたしまして、本会議終了後に全員

協議会のほうを再度開催させていただきまして、そちらで協議報告案件の審議をお願い

したいと存じます。 

   全員協議会と臨時会、全員協議会という間、会議の間にユーチューブの切替えがござい

ますので、お時間を15分程度いただきたいと思いますので、ご理解のほうよろしくお願

いいたします。 

   それでは、ただいまより全員協議会を開会いたします。 

   初めに、議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 改めまして、おはようございます。 

   いよいよ国も今日から選挙ということで、議員の皆さんも大変お忙しくなると思います

けれども、体には十分お気をつけていただきますようよろしくお願いいたします。 

   本日は臨時会もございますので、移動等がございますので、議員の皆様には大変ご迷惑

をおかけいたしますが、何とぞよろしくお願いいたします。 

   また本日、議案がございますので、慎重なる審議を賜わりますようお願い申し上げ、挨

拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局長 ありがとうございました。 

   それでは、この後の進行は議長にお願いいたします。 

議長 ご連絡いたします。会議は公開しており、傍聴可能とします。また、会議の映像を庁舎

内のテレビに放送します。会議内での発言は、必ずマイクを使用し、質疑・答弁の際は

簡潔かつ明瞭にお願いいたします。携帯電話をお持ちの方は、ご配慮願います。 

   ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますので、これより全員

協議会を開会いたします。 

   会議事件説明のため、市長、副市長、教育長ほか関係職員の出席を求めております。職

務のため、議会事務局職員が出席しております。 
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   議事に先立ちまして、先﨑市長が出席しておりますので、ご挨拶をお願いいたします。 

市長 皆様、おはようございます。 

   本日の全員協議会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

   議員各位におかれましては、平素より市政運営に特段のご配慮を賜り、厚く御礼を申し

上げます。また、連日寒さが続いております。林野火災警報なんかも出させていただき

まして、もう少し雨が欲しいなという感じもしますけれども、体調管理、十分に注意を

されまして、執行部も共々なんですが、頑張ってやっていきたいと思いますんで、よろ

しくお願いいたします。 

   さて、今月15日に行いました新年賀詞交歓会におきましては、議員の皆様にご出席を

賜り誠にありがとうございました。 

   本年は、本市の魅力を改めて感じていただこうという思いから、趣向を変え、講演会と

いう形式を取り入れて実施したところでございますが、参加者から対面での交流時間を

確保いただきたかったとのご意見もいただいております。執行部といたしましては、い

ただいたご意見を真摯に受け止め、次回開催に向け、内容や進め方について改めて検討

し、よりよい賀詞交歓会となるよう努めてまいりたいと考えております。議員各位にお

かれましても引き続きお力添えを賜りたく、よろしくお願い申し上げます。 

   それでは、本日の全員協議会でございますが、臨時会提出議案につきましてご説明をさ

せていただきます。ご協議のほどよろしくお願い申し上げまして、挨拶とさせていただ

きます。 

議長 ありがとうございました。 

   それでは、次第に従いまして、議事に入ります。 

   議会運営委員会、大和田委員長より報告をお願いします。 

大和田議員 それでは、議会運営委員会の開催及び結果につきましてご報告をいたします。 

   ただいま議会第２委員会室において議会運営委員会を開催いたしました。会議事件は、

令和８年第１回臨時会の提出議案及び会期日程（案）についてであります。提出議案は、

議案２件であります。 

   なお、議案の委員会付託については、議事の都合上、当該委員会へ付託せず、会議規則

第37条第３項の規定に基づき、省略すべきものと決定いたしました。 

   以上のことから、臨時会の会期日程（案）は、本日、１月27日の１日間とすべきもの

と決定いたしました。 

   以上、ご報告いたします。 

議長 説明が終わりました。 

   何か確認したいことございますか。 

     （なし） 

議長 ないようですので、この件につきましては委員長報告のとおり決定いたします。 
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   暫時休憩いたします。執行部の入替えをお願いいたします。 

     休憩（午前10時04分） 

     再開（午前10時06分） 

議長 再開します。 

   続きまして、議案第１号 専決処分について（令和７年度那珂市一般会計補正予算（第

７号））について執行部より説明願います。 

財政課長 財政課長の照沼です。ほか関係職員が出席しております。どうぞよろしくお願いい

たします。 

   それでは、議案第１号をご覧ください。 

   議案第１号 専決処分について。 

   地方自治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定によりこれを報告し、承認を求めるものです。 

   ３ページをお願いいたします。 

   令和７年度那珂市一般会計補正予算（第７号）についてご説明いたします。 

   第１条になります。 

   歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,885万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ264億3,886万円とするものです。 

   ６ページをお願いいたします。 

   款、項、目、補正額の順にご説明いたします。 

   歳入になります。 

   16款県支出金、３項委託金、１目総務費委託金2,811万8,000円。 

   20款繰越金、１項繰越金、１目繰越金74万1,000円。 

   ７ページをお願いいたします。 

   歳出になります。 

   ２款総務費、４項選挙費、５目衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費

2,885万9,000円。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

議長 執行部の説明が終わりました 

   ただいまの説明について質疑、ご意見ございますか。 

寺門勲議員 投票の件についてお尋ねいたします。各世帯に送付される投票入場券、こちらが

新聞報道等で遅れているということで拝見しておりますが、本市の投票所の入場券の状

況をお尋ねいたします。 

総務課長 総務課です。お答えいたします。 

   入場券につきましては、新聞報道等にもございますとおり、入場券がなくても本人の確

認をした上で投票することが可能ということになっておりますけれども、本市の入場券
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につきましては、26日、昨日に納品がされまして、昨日のうちに郵便局のほうに持込み

は完了しております。郵便局のほうで明日28日と29日、その両日で配達をする予定とい

うことで伺っております。 

   なお、今回の選挙につきましては、国民審査というものがございまして、そちらにつき

ましては、法律によりまして１月28日、あしたからの投票ではなく、２月１日から投票

できるということになっておりまして、その旨の内容につきましては、入場券のほうに

も記載するほか、ホームページなどでも掲載をして周知を図っているというところでご

ざいます。 

   また、今回の選挙につきましては、国のほうで進めております自治体情報システムの標

準化ということがございまして、入場券の様式が全国的に統一されました。そのことに

よりまして、これまで封書大の大きさだったものが、はがき大の大きさになるというこ

とになりまして、１通当たり４人の方の入場券ということで、変更になってございます。 

   以上でございます。 

寺門勲議員 ただいま説明の中で、期日前投票、こちらの投票日が１月28日からということ

でございますが、最高裁判所の裁判官の国民審査、これが２月１日からとなっておりま

す。この時差についてはどういったことでこの時差が生じるのかお尋ねいたします。 

総務課長 国民審査につきましては、法律に基づくものでございまして、公示が１月27日と

なっておるわけですけれども、その解散が１月23日に今回なっております。その解散の

翌日から４日以内の場合は、投票日の７日前から投票ができるということで、国民審査

については法律が定められておりますので、今回は日程がずれているという状況になり

ます。 

   以上です。 

寺門勲議員 分かりました。ありがとうございます。 

遠藤議員 この内容を見ると、バスの借上料とかが上がっているんですが、今まで、最近やっ

ている事前投票のときに、商業施設を借りて、バス貸切ってやっていらっしゃったと思

うんですが、そのことかなと思うんですけれども、今朝の新聞だと、ちょっと時間が間

に合わなくて、それができないという話が載っていたんで、これ見たら、あれ予算載っ

ているなと思ったんで、これはどっちなんですかね。 

総務課長 お答えいたします。 

   ただいま議員がおっしゃったとおり、バスの借り上げにつきましては、商業施設等での

想定をしていたところでございますけれども、やはり日程が不足しておりますので、今

回は断念しているということでございます。 

   以上です。 

遠藤議員 断念したけれども、予算計上しているということですか。 

総務課長 予算計上の時点では、まだそこの部分は捨てずに可能性を探っていたというところ
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でございます。 

   以上です。 

花島議員 当たり前のことなんですけれども、計上したけれども執行しないことになるという

ことですね。 

議長 以上で質疑を終結いたします。 

   続きまして、議案第２号 令和７年度那珂市一般会計補正予算（第８号）について執行

部より説明願います。 

財政課長 引き続き財政課になります。 

   それでは、議案第２号をご覧ください。 

   議案第２号 令和７年度那珂市一般会計補正予算（第８号）についてご説明いたします。 

   第１条になります。 

   歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億9,834万7,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ268億3,720万7,000円とするものです。 

   ３ページをお願いいたします。 

   第２表、繰越明許費補正になります。 

   追加になります。 

   ３款民生費、２項児童福祉費、物価高対応子育て応援手当支給事業１億5,418万3,000

円。 

   ７款土木費、１項道路橋りょう費、道路改良舗装事業１億1,100万円。 

   ４ページをお願いいたします。 

   第３表、債務負担行為補正になります。 

   追加になります。 

   事項、生活支援商品券臨時配布業務、期間、令和７年度から令和８年度まで、限度額３

億5,000万円。 

   変更になります。 

   事項、補正後限度額の順にご説明いたします。 

   家庭系可燃ごみ収集運搬業務２億1,010万円、プラスチック製容器包装収集運搬業務

9,424万8,000円。 

   なお、期間につきましては、補正前と同じになります。 

   ７ページをお願いいたします。 

   款、項、目、補正額の順にご説明いたします。 

   歳入になります。 

   15款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金１億9,734万7,000円、２目

民生費国庫補助金１億5,556万4,000円。 

   16款県支出金、２項県補助金、２目民生費県補助金4,497万7,000円。 



－7－ 

   20款繰越金、１項繰越金、１目繰越金45万9,000円。 

   ８ページをお願いいたします。 

   歳出になります。 

   ３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費115万円、２目児童措置費１億

9,952万円。こちらは物価高の影響を受けている子育て世帯を支援するため、県による低

所得子育て世帯生活応援特別給付金事業、国による物価高対応子育て応援手当支給事業

等を計上するものです。 

   ９ページをお願いいたします。 

   ３款民生費、３項生活保護費、１目生活保護総務費33万円。 

   ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費１億8,291万1,000円。こちらは物

価高の影響を受けている生活者及び事業者を支援するため、水道料金の２か月間免除に

係る負担金を計上するものです。 

   10ページをお願いいたします。 

   ５款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費1,443万6,000円。こちらは物価高の

影響を受けている農業者を支援するため、土地改良区等の水利施設に係る電気料金に対

する補助金等を計上するものです。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

議長 執行部の説明が終わりました。 

   ただいまの説明について質疑、ご意見ございますか。 

笹島議員 ４ページの債務負担行為、これの生活支援商品券臨時配布業務、これお米券のこと

ですか。 

商工観光課長 商工観光課です。 

   生活支援商品券臨時配布業務についてご説明させていただきます。 

   今回、国の物価高の影響を受けた生活者を支援するという趣旨に沿ったものとして、か

つ市内に限定した形で経済波及効果が見込める事業として、全市民に対し、市内の店舗

で使用できる5,000円の商品券を配布するものです。 

   今回の補正予算においては、委託業者との契約の手続を速やかに進めていくために、債

務負担の設定を計上しているもので、債務負担の限度額は３億5,000万円となります。 

   実施予算については、令和８年度予算に計上する予定となっております。 

   今回は、過去に実施したプレミアム商品券事業などの実施状況や反省点も踏まえまして、

デジタルシステムを活用するとともに、事務負担の軽減に努めてまいります。また、今

回の商品券ではアプリの利用だけでなく、ＱＲコードが記載された物理カードで対応す

ることが可能なものを想定しております。 

   実施の時期については、まだ不確定ではございますが、実際の商品券の配布や利用開始

は、おおむね夏頃から秋頃になるものと考えております。 
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   以上でございます。 

笹島議員 これはデジタルシステムって、紙対応じゃないんですか。 

商工観光課長 現時点ではあるんですけれども、今回、先ほどご説明しましたＱＲコードが記

載された物理カードを送付することで、利用者がアプリ利用、もしくは従来どおりの商

品券で利用できる、いずれかを選択していただいて使えるものを想定しております。 

大和田議員 私も何か似ているんですけれども、歳出の件で、物価高の様々な、低所得者です

とか子育てですとか水道事業とか、もうちょっと細かく具体的な内容を教えてください。 

政策企画課長 物価高対応について、全体像をご説明するような形でよろしいですか。 

大和田議員 質問を変えます。この事業は、低所得子育て世帯生活応援特別給付金というのは

何をするのと。その次は物価高対応子育て応援手当支給事業は何するのというのとか、

あと、水道事業はいつの、どのぐらいの時期のやつとか、ちょっと具体的に教えていた

だけると、各課にまたがっちゃうんですけれども、お願いしたいです。 

こども課長 こども課です。 

   こども課では、資料８ページの低所得子育て世帯応援特別給付金事業及び物価高対応子

育て応援手当支給事業についてご説明をさせていただきます。 

   まず、低所得子育て世帯生活応援特別給付金事業になりますが、こちらは県独自の事業

となっており、ひとり親世帯としまして令和８年１月分の児童扶養手当受給者であった

り、あとはその他世帯で二人親世帯の中で令和８年１月分の児童手当受給者で、令和６

年分の住民税均等割額が非課税の世帯を対象に一律５万円支給するものとなっておりま

す。対象者数はおおむね880人を見込んでおります。支給日は、現時点では２月27日支給

に向けて準備を進めていきたいと考えております。 

   続きまして、物価高対応子育て応援手当支給事業ですが、こちらは国の制度によるもの

ですが、対象者としましては、令和７年９月分の児童手当受給者や、あとは昨年10月１

日から今年の３月31日までに出生した児童が対象となっております。こちらにつきまし

ては一律２万円の支給となっており、対象者数は7,650人を見込んでおります。こちらの

支給日も先ほどの給付金と同様２月27日を予定しており、準備を進めているところです。 

   こども課の説明は以上です。 

水道課長補佐 ９ページをご覧ください。水道事業会計補助事業として１億8,291万1,000円

を計上させていただいております。内容としましては、２か月分の水道料金の基本料金、

量水器使用料、超過料金を減免するものであります。時期に関しましては、12月、１月

分の水道使用量の２月検針分になります。 

農政課長 農政課になります。 

   農政課につきましては、ページといたしましては10ページになります。農業者緊急応

援事業になります。 

   こちらの内容ですけれども、まず負担金補助及び交付金といたしまして、土地改良区と
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か水利組合とかで電気代が高騰しているということを踏まえまして、そちらの電気料金

の高騰に伴う補助ということを行います。そちらのほうが1,343万4,000円を計上してお

ります。 

   また、有害鳥獣対策といたしまして、そちらの備品購入費とあと対策事業としまして、

どちらもわなにはなるんですけれども、そちらのほうを今回計上いたしまして、農作物

の被害対策に向けて利用していただきたいということで上げております。 

   農政課は以上になります。 

鈴木議員 先ほどの質問の続きになると思うんですけれども、水道代の件は、全家庭というこ

とになるんでしょうか。 

水道課長補佐 今回の対象といたしましては、対象見込み件数といたしまして２万2,760件を

見込んでおりまして、水道使用者全員のほうを考えております。官公署につきましては

対象外とさせていただいております。 

   以上です。 

鈴木議員 全戸ということでよろしいですか。ありがとうございます。 

原田議員 低所得子育て世帯生活応援特別給付金事業についての質問なんですけれども、これ

は受け取りの対象者というのは日本国籍の方限定ということで大丈夫ですか。 

こども課長 こちらにつきましては、あくまでも、先ほど対象者として申し上げたとおり令和

８年１月分の児童扶養手当受給者等が対象となりますので、外国の方でも、この手当を

受給していれば対象となります。 

原田議員 もし分かればなんですけれども、それって何名ぐらいいらっしゃるか、市内に。分

かればで。 

こども課長 申し訳ありません。ちょっと人数は把握しておりません。 

議長 よろしいですか。 

   なければ、以上で質疑を終結いたします。 

   以上で全ての議事が終了いたしました。 

   これにて全員協議会を終了いたします。 

   なお、本会議を10時40分より開会いたしますので、議員及び執行部におかれましては、

本会議場までお集まりいただきますようよろしくお願いいたします。 

     閉会（午前10時29分） 

    

令和８年３月２日 

   那珂市議会 議長 木野 広宣 


